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訓 令

鳥取県訓令第13号

職員の任免発令規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成20年11月28日

鳥取県知事 平 井 伸 治

職員の任免発令規程の一部を改正する訓令

職員の任免発令規程（昭和39年鳥取県訓令第１号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

職員の任免の発令 職員の任免の発令

の形式 の形式

第１ 一般職の職員（臨 第１ 一般職の職員（臨

時的任用職員及び非常 時的任用職員及び非常

勤職員を除く。）の場 勤職員を除く。）の場

合 合

１ 採用（現に職員で １ 採用（現に職員で

ない者を職員の職 ない者を職員の職

（以下「職」とい （以下「職」とい

う。）に任用する場 う。）に任用する場

合。ただし、地方公 合。ただし、地方公

務員法第28条の４第 務員法第28条の４第

１項、第28条の５第 １項、第28条の５第

１項又は第28条の６ １項又は第28条の６

第１項若しくは第２ 第１項若しくは第２

項の規定により採用 項の規定により採用

する場合を除く。） する場合を除く。）

鳥取県職員に任命す 鳥取県職員に任命す

る る

（公益的法人等への ○公益的法人等への一般 （公益法人等への一 ○公益法人等への一般職

一般職の地方公務員 職の地方公務員の派遣 般職の地方公務員の の地方公務員の派遣等

の派遣等に関する法 等に関する法律（平成 派遣等に関する法律 に関する法律（平成12

律第10条第１項の規 12年法律第50号）第10 第10条第１項の規定 年法律第50号）第10条

定による） 条第１項の規定により による） 第１項の規定により採

採用する場合に限る。 用する場合に限る。

……職……級に決定 ○任期付研究員の採用等 ……職……級に決定 ○任期付研究員の採用等

する に関する条例（平成13 する に関する条例（平成13
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年鳥取県条例第４号） 年鳥取県条例第４号）

第４条の規定により採 第４条の規定により採

用される職員（以下 用される職員（以下

「任期付研究員」とい 「任期付研究員」とい

う。）及び任期付職員 う。）及び任期付職員

の採用等に関する条例 の採用等に関する条例

（平成14年鳥取県条例 （平成14年鳥取県条例

第67号）第２条第１項 第67号）第２条第１項

の規定により採用され の規定により採用され

る職員（以下「特定任 る職員（以下「特定任

期付職員」という。） 期付職員」という。）

を採用する場合を除 を採用する場合を除

く。 く。

……号給を給する ……号給を給する

……勤務を命ずる ○所属部課所の長への採 ……勤務を命ずる ○所属部課所の長への採

用の場合を除く。 用の場合を除く。

(ア) (ア) 職名とする。 (ア) (ア) 職名とする。

……を命ずる ○任期付研究員、地方公 ……を命ずる ○任期付研究員、地方公

任期は…年…月…日 務員の育児休業等に関 任期は…年…月…日 務員の育児休業等に関

までとする する法律（平成３年法 までとする する法律（平成３年法

律第110号）第６条第１ 律第110号）第６条第１

項（第１号に限る。） 項（第１号に限る。）

又は第18条第１項の規 又は第18条第１項の規

定により採用される職 定により採用される職

員（以下「育児休業等 員（以下「育児休業等

任 期 付 職 員 」 と い 任 期 付 職 員 」 と い

う。）、特定任期付職 う。）、特定任期付職

員、任期付職員の採用 員、任期付職員の採用

等に関する条例第２条 等に関する条例第２条

第２項の規定により採 第２項の規定により採

用される職員（以下 用される職員（以下

「一般任期付職員」と 「一般任期付職員」と

いう。）又は同条例第 いう。）又は同条例第

３条若しくは第４条の ３条若しくは第４条の

規定により採用される 規定により採用される

職員（以下「任期付職 職員（以下「任期付職

員」という。）を採用 員」という。）を採用

する場合に限る。 する場合に限る。

１週間の勤務時間は ○任期付職員の採用等に １週間の勤務時間は ○任期付職員の採用等に

……時間とする 関する条例第４条の規 ……時間とする 関する条例第４条の規

定により採用される職 定により採用される職

員（以下「任期付短時 員（以下「任期付短時

間 勤 務 職 員 」 と い 間 勤 務 職 員 」 と い

う。）又は地方公務員 う。）又は地方公務員

の育児休業等に関する の育児休業等に関する
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法律第18条第１項の規 法律第18条第１項の規

定により採用される職 定により採用される職

員（以下「育児短時間 員（以下「育児短時間

勤務に伴う短時間勤務 勤務に伴う短時間勤務

職員」という。）の１ 職員」という。）の１

週間の勤務時間を定め 週間の勤務時間を定め

る場合に限る。 る場合に限る。

２～13 略 ２～13 略

14 辞職（職員の意思 14 辞職（職員の意思

によって退職させる によって退職させる

場合） 場合）

辞職を承認する 辞職を承認する

（公益的法人等への ○公益的法人等への一般 （公益法人等への一 ○公益法人等への一般職

一般職の地方公務員 職の地方公務員の派遣 般職の地方公務員の の地方公務員の派遣等

の派遣等に関する法 等に関する法律第10条 派遣等に関する法律 に関する法律第10条第

律第10条第１項の規 第１項の規定による任 第10条第１項の規定 １項の規定による任命

定による） 命権者の要請に応じて による） 権者の要請に応じて退

退職する場合に限る。 職する場合に限る。

15～47 略 15～47 略

48 派遣（地方自治法 48 派遣（地方自治法

第252条の17、地方 第252条の17、地方

独立行政法人法第91 独立行政法人法第91

条第４項、外国の地 条第４項、外国の地

方公共団体の機関等 方公共団体の機関等

に派遣される職員の に派遣される職員の

処遇等に関する条例 処遇等に関する条例

（昭和63年鳥取県条 （昭和63年鳥取県条

例第３号。以下「海 例第３号。以下「海

外派遣条例」とい 外派遣条例」とい

う。）第２条第１ う。)第２条第１

項、鳥取県公益的法 項、公益法人等への

人等への職員の派遣 職員の派遣等に関す

等に関する条例（平 る条例（平成14年鳥

成14年鳥取県条例第 取県条例第３号。以

３号。以下「公益的 下「公益法人等派遣

法人等派遣条例」と 条例」という。）第

いう。）第２条第１ ２条第１項の規定に

項の規定により派遣 より派遣する場合）

する場合）

地方自治法第252条 地方自治法第252条

の17の規定（地方独 の17の規定（地方独

立行政法人法第91条 立行政法人法第91条

第４項、外国の地方 第４項、外国の地方

公共団体の機関等に 公共団体の機関等に

派遣される職員の処 派遣される職員の処
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遇等に関する条例第 遇等に関する条例第

２条第１項の規定・ ２条第１項の規定・

鳥取県公益的法人等 公益法人等への職員

への職員の派遣等に の派遣等に関する条

関する条例第２条第 例第２条第１項の規

１項の規定）により (ア) (ア) 派遣先とする。

(ア) (ア) 派遣先とする。 定）により………へ

………へ…年…月… …年…月…日まで派

日まで派遣する 遣する

派遣の期間中、給 〇海外派遣条例又は公益 派遣の期間中、給 〇海外派遣条例又は公益

料、扶養手当、調整 的法人等派遣条例の規 料、扶養手当、調整 法人等派遣条例の規定

手当、住居手当及び 定により派遣する場合 手当、住居手当及び により派遣する場合に

期末手当のそれぞれ に限る。 期末手当のそれぞれ 限る。

(イ) (イ) 支給する割合とす (イ) (イ) 支給する割合とす

100分の…を支給す る。 100分の…を支給す る。

る（派遣の期間中、 る（派遣の期間中、

給与は支給しない） 給与は支給しない）

49 派遣期間更新（派 49 派遣期間更新（派

遣の期間を更新する 遣の期間を更新する

場合） 場合）

派遣の期間を…年… 派遣の期間を…年…

月…日まで更新する 月…日まで更新する

更新に係る期間中、 〇海外派遣条例又は公益 更新に係る期間中、 〇海外派遣条例又は公益

給料、扶養手当、調 的法人等派遣条例の規 給料、扶養手当、調 法人等派遣条例の規定

整手当、住居手当及 定により派遣の期間を 整手当、住居手当及 により派遣の期間を更

び期末手当のそれぞ 更新する場合に限る。 び期末手当のそれぞ 新する場合に限る。

(ア) (ア) 支給する割合とす (ア) (ア) 支給する割合とす

れ100分の…を支給 る。 れ100分の…を支給 る。

する（更新に係る期 する（更新に係る期

間中、給与は支給し 間中、給与は支給し

ない） ない）

50～56 略 50～56 略

第２～第５ 略 第２～第５ 略

附 則

この訓令は、平成20年12月１日から施行する。
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教 育 委 員 会 規 則

鳥取県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則を廃止する規則をここに公布する。

平成20年11月28日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

鳥取県教育委員会規則第８号

鳥取県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則を廃止する規則

鳥取県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則（昭和62年鳥取県教育委員会規則第６

号）は、廃止する。

附 則

この規則は、平成20年12月１日から施行する。



- 7 -

平成20年11月28日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第128号

教 育 委 員 会 訓 令

鳥取県教育委員会訓令第２号

教育委員会事務部局職員の任免発令規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成20年11月28日

鳥取県教育委員会委員長 山 田 修 平

教育委員会事務部局職員の任免発令規程の一部を改正する訓令

教育委員会事務部局職員の任免発令規程（昭和44年鳥取県教育委員会訓令第４号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表の改

正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

別表（第３条関係） 別表（第３条関係）

職員の任免の発令 職員の任免の発令

の形式 の形式

第１ 一般職の職員（臨 第１ 一般職の職員（臨

時的任用職員及び非常 時的任用職員及び非常

勤職員を除く。）の場 勤職員を除く。）の場

合 合

１ 採用（現に職員で １ 採用（現に職員で

ない者を職員の職 ない者を職員の職

（以下「職」とい （以下「職」とい

う。）に任用する場 う。）に任用する場

合。ただし、地方公 合。ただし、地方公

務員法第28条の４第 務員法第28条の４第

１項、第28条の５第 １項、第28条の５第

１項又は第28条の６ １項又は第28条の６

第１項若しくは第２ 第１項若しくは第２

項の規定により採用 項の規定により採用

する場合を除く。） する場合を除く。）

(１) 略 (１) 略

(２) 教育長以外の (２) 教育長以外の

職員の場合 職員の場合

(ア) (ア)

鳥取県……に任 (ア) 職員の種類の別 鳥取県……に任 (ア) 職員の種類の別

命する とする。 命する とする。

（公益的法人等 ○公益的法人等への一般 （公益法人等へ ○公益法人等への一般職
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への一般職の地 職の地方公務員の派遣 の一般職の地方 の地方公務員の派遣等

方公務員の派遣 等に関する法律（平成 公務員の派遣等 に関する法律（平成12

等に関する法律 12年法律第50号）第10 に関する法律第 年法律第50号）第10条

第10条第１項の 条第１項の規定により 10条第１項の規 第１項の規定により採

規定による） 採用する場合に限る。 定による） 用する場合に限る。

……職……級に ○任期付研究員の採用等 ……職……級に ○任期付研究員の採用等

決定する に関する条例（平成13 決定する に関する条例（平成13

年鳥取県条例第４号） 年鳥取県条例第４号）

第４条の規定により採 第４条の規定により採

用される職員（以下 用される職員（以下

「任期付研究員」とい 「任期付研究員」とい

う。）及び任期付職員 う。）及び任期付職員

の採用等に関する条例 の採用等に関する条例

（平成14年鳥取県条例 （平成14年鳥取県条例

第67号）第２条第１項 第67号）第２条第１項

の規定により採用され の規定により採用され

る職員（以下「特定任 る職員（以下「特定任

期付職員」という。） 期付職員」という。）

を採用する場合を除 を採用する場合を除

く。 く。

……号給を給す ……号給を給す

る る

……勤務を命ず ○所属課所の長への採用 ……勤務を命ず ○所属課所の長への採用

る の場合を除く。 る の場合を除く。

(イ) (イ)

……を命ずる (イ) 職名とする。 ……を命ずる (イ) 職名とする。

任期は…年…月 ○任期付研究員、地方公 任期は…年…月 ○任期付研究員、地方公

…日までとする 務員の育児休業等に関 …日までとする 務員の育児休業等に関

する法律（平成３年法 する法律（平成３年法

律第110号）第６条第１ 律第110号）第６条第１

項（第１号に限る。） 項（第１号に限る。）

又は第18条第１項の規 又は第18条第１項の規

定により採用される職 定により採用される職

員（以下「育児休業等 員（以下「育児休業等

任 期 付 職 員 」 と い 任 期 付 職 員 」 と い

う。）、特定任期付職 う。）、特定任期付職

員、任期付職員の採用 員、任期付職員の採用

等に関する条例第２条 等に関する条例第２条

第２項の規定により採 第２項の規定により採

用される職員（以下 用される職員（以下

「一般任期付職員」と 「一般任期付職員」と

いう。）又は同条例第 いう。）又は同条例第

３条若しくは第４条の ３条若しくは第４条の

規定により採用される 規定により採用される

職員（以下「任期付職 職員（以下「任期付職
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員」という。）を採用 員」という。）を採用

する場合に限る。 する場合に限る。

１週間の勤務時 ○任期付職員の採用等に １週間の勤務時 ○任期付職員の採用等に

間は……とする 関する条例第４条の規 間は……とする 関する条例第４条の規

定により採用される職 定により採用される職

員（以下「任期付短時 員（以下「任期付短時

間 勤 務 職 員 」 と い 間 勤 務 職 員 」 と い

う。）又は地方公務員 う。）又は地方公務員

の育児休業等に関する の育児休業等に関する

法律第18条第１項の規 法律第18条第１項の規

定により採用される職 定により採用される職

員（以下「育児短時間 員（以下「育児短時間

勤務に伴う短時間勤務 勤務に伴う短時間勤務

職員」という。）の１ 職員」という。）の１

週間の勤務時間を定め 週間の勤務時間を定め

る場合に限る。 る場合に限る。

２～13 略 ２～13 略

14 辞職（職員の意思 14 辞職（職員の意思

によって退職させる によって退職させる

場合） 場合）

辞職を承認する 辞職を承認する

（公益的法人等への ○公益的法人等への一般 （公益法人等への一 ○公益法人等への一般職

一般職の地方公務員 職の地方公務員の派遣 般職の地方公務員の の地方公務員の派遣等

の派遣等に関する法 等に関する法律第10条 派遣等に関する法律 に関する法律第10条第

律第10条第１項の規 第１項の規定による任 第10条第１項の規定 １項の規定による任命

定による） 命権者の要請に応じて による） 権者の要請に応じて退

退職する場合に限る。 職する場合に限る。

15～23 略 15～23 略

24 自己啓発等休業取 24 自己啓発等休業取

消（地方公務員法第 消（地方公務員法第

26条の５第５項の規 26条の５第５項の規

定により自己啓発等 定より自己啓発等休

休業の承認を取り消 業の承認を取り消す

す場合） 場合）

自己啓発等休業の承 自己啓発等休業の承

認を取り消す 認を取り消す

25～47 略 25～47 略

48 派遣（地方自治法 48 派遣（地方自治法

第252条の17、地方 第252条の17、地方

独立行政法人法第91 独立行政法人法第91

条第４項、外国の地 条第４項、外国の地

方公共団体の機関等 方公共団体の機関等

に派遣される職員の に派遣される職員の

処遇等に関する条例 処遇等に関する条例

（昭和63年鳥取県条 （昭和63年鳥取県条
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例第３号。以下「海 例第３号。以下「海

外派遣条例」とい 外派遣条例」とい

う。）第２条第１項 う。）第２条第１項

若しくは鳥取県公益 若しくは公益法人等

的法人等への職員の への職員の派遣等に

派遣等に関する条例 関する条例（平成14

（平成14年鳥取県条 年鳥取県条例第３

例第３号。以下「公 号。以下「公益法人

益的法人等派遣条 等派遣条例」とい

例」という。）第２ う。）第２条第１項

条第１項の規定又は の規定又は指導主事

指導主事の派遣に関 の派遣に関する協定

する協定により派遣 により派遣する場

する場合） 合）

地方自治法第252条 地方自治法第252条

の17の規定（地方独 の17の規定（地方独

立行政法人法第91条 立行政法人法第91条

第４項、外国の地方 第４項、外国の地方

公共団体の機関等に 公共団体の機関等に

派遣される職員の処 派遣される職員の処

遇等に関する条例第 遇等に関する条例第

２条第１項の規定・ ２条第１項の規定・

鳥取県公益的法人等 公益法人等への職員

への職員の派遣等に の派遣等に関する条

関する条例第２条第 例第２条第１項の規

１項の規定・指導主 定・指導主事の派遣

事の派遣に関する協 に関する協定）によ

(ア) (ア)

定）により……へ… (ア) 派遣先とする。 り……へ…年…月… (ア) 派遣先とする。

年…月…日まで派遣 日まで派遣する

する

派遣の期間中、給 ○海外派遣条例又は公益 派遣の期間中、給 ○海外派遣条例又は公益

料、扶養手当、調整 的法人等派遣条例の規 料、扶養手当、調整 法人等派遣条例の規定

手当、住居手当及び 定により派遣する場合 手当、住居手当及び により派遣する場合に

期末手当のそれぞれ に限る。 期末手当のそれぞれ 限る。

(イ) (イ)

100分の……を支給 (イ) 支給する割合と 100分の……を支給 (イ) 支給する割合と

する（派遣の期間 する。 する（派遣の期間 する。

中、給与は支給しな 中、給与は支給しな

い） い）

49 派遣期間更新（派 49 派遣期間更新（派

遣の期間を更新する 遣の期間を更新する

場合） 場合）

派遣の期間を…年… 派遣の期間を…年…

月…日まで更新する 月…日まで更新する
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更新に係る期間中、 ○海外派遣条例又は公益 更新に係る期間中、 ○海外派遣条例又は公益

給料、扶養手当、調 的法人等派遣条例の規 給料、扶養手当、調 法人等派遣条例の規定

整手当、住居手当及 定により派遣する場合 整手当、住居手当及 により派遣する場合に

び期末手当のそれぞ に限る。 び期末手当のそれぞ 限る。

(ア) (ア)

れ100分の……を支 (ア) 支給する割合と れ100分の……を支 (ア) 支給する割合と

給する（更新に係る する。 給する（更新に係る する。

期間中、給与は支給 期間中、給与は支給

しない） しない）

50～58 略 50～58 略

第２～第４ 略 第２～第４ 略

附 則

この訓令は、平成20年12月１日から施行する。
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公 安 委 員 会 規 則

鳥取県道路交通法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成20年11月28日

鳥取県公安委員会委員長 井 手 添 正

鳥取県公安委員会規則第７号

鳥取県道路交通法施行細則の一部を改正する規則

鳥取県道路交通法施行細則（昭和35年鳥取県公安委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正後の欄中号の表示に下線が引かれた号（以下「追加号」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目（以下「移動別表細目」という。）に対

応する次の表の改正後の欄中別表の細目の表示に下線が引かれた別表の細目（以下「移動後別表細目」とい

う。）が存在する場合には、当該移動別表細目を当該移動後別表細目とし、移動別表細目に対応する移動後別表

細目が存在しない場合には、当該移動別表細目（以下「削除別表細目」という。）を削り、移動後別表細目に対

応する移動別表細目が存在しない場合には、当該移動後別表細目（以下「追加別表細目」という。）を加える。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（別表の細目の表示及び削除別表細目を除く。以下「改正部分」と

いう。）に対応する次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加号、別表の細目の表示及び追加別表細目を

除く。以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分

に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。

改 正 後 改 正 前

（警察署長の駐車許可） （警察署長の駐車許可）

第６条 略 第６条 略

２ 略 ２ 略

３ 前２項の許可を受けようとする者は、別記様式第 ３ 前２項の許可を受けようとする者は、別記様式第

３号の申請書を駐車しようとする場所を管轄する署 ３号の申請書を駐車しようとする場所を管轄する署

長に提出しなければならない。ただし、当該署長が 長に提出しなければならない。

緊急やむを得ない理由があると認めるときは、電話

をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信する方

法により許可の申請をすることができる。

４及び５ 略 ４及び５ 略

６ 署長は、駐車を許可したときは、別記様式第３号 ６ 署長は、駐車を許可したときは、別記様式第３号

の許可証及び別記様式第３号の２の標章を交付しな の許可証及び別記様式第３号の２の標章を交付しな

ければならない。ただし、第３項ただし書に規定す ければならない。

る場合は、この限りでない。

７ 略 ７ 略

（車両等の運転者の遵守事項） （車両等の運転者の遵守事項）

第９条の22 法第71条第６号の公安委員会が定める事 第９条の22 法第71条第６号の公安委員会が定める事

項は、次に掲げるものとする。 項は、次に掲げるものとする。

(１)～(７) 略 (１)～(７) 略

平成20年11月28日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第128号
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(８) 自動車を運転する場合において、法第71条の

５第２項に規定する普通自動車対応免許を受けた

者で法第91条の規定により法第71条の６第１項に

規定する標識を付けるべきこととする条件を付さ

れているものが補聴器を用いないで表示自動車

（当該標識を付けた普通自動車をいう。以下この

号において同じ。）を運転しているときは、危険

防止のためやむを得ない場合を除き、進行してい

る当該表示自動車の側方に幅寄せをし、又は当該

自動車が進路を変更した場合にその変更した後の

進路と同一の進路を後方から進行してくる表示自

動車が当該自動車との間に法第26条に規定する必

要な距離を保つことができないこととなるときは

進路を変更しないこと。

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係）

(１) 略 (１) 略

(２) 通行禁止の規制（カからコまでに掲げる車両 (２) 通行禁止（ウからコまでに掲げる車両につい

については、一方通行及び指定方向外進行禁止を ては、車両進入禁止及び指定方向外進行禁止を除

除く通行禁止の規制並びに一方通行以外の通行禁 く。）の規制の対象から除外する車両

止の規制に関連して設置された指定方向外進行禁

止の規制に限る。）の対象から除外する車両

ア及びイ 略 ア及びイ 略

ウ 公職選挙法に基づく選挙運動用自動車又は政

治活動用自動車として、選挙運動期間中におけ

る選挙運動又は政治活動のため使用中の車両

ウ 犯罪の捜査、交通の取締りその他警察の責務 エ 犯罪の捜査、交通の取締りその他警察の責務

の遂行のため使用中の車両及び当該目的のため の遂行のため使用中の車両

警察車両に誘導されている車両

エ 検察官、検察事務官又は刑事訴訟法（昭和23

年法律第131号）第190条の規定により別に法律

で定められた司法警察職員として職務を行う者

が捜査のため使用中の車両

オ 略 オ 略

カ 検察官、検察事務官又は刑事訴訟法（昭和23

年法律第131号）第190条の規定により別に法律

で定められた司法警察職員として職務を行う者

が捜査のため使用中の車両

カ 公職選挙法に基づく選挙運動用自動車又は政

治活動用自動車として、選挙運動期間中におけ

る選挙運動又は政治活動のため使用中の車両

キ～コ 略 キ～コ 略

(３)～(５) 略 (３)～(５) 略

別記様式第３号の２の２（第９条の２関係） 別記様式第３号の２の２（第９条の２関係）

平成20年11月28日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第128号
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放置違反金納付命令書 放置違反金納付命令書

第 号 第 号

年 月 日 年 月 日

様 様

鳥取県公安委員会 印 鳥取県公安委員会 印

あなたに対し、道路交通法第51条の４第４項の あなたに対し、道路交通法第51条の４第４項の

規定により、下記のとおり放置違反金の納付を命 規定により、下記のとおり放置違反金の納付を命

令します。 令します。

同封の納入通知書により納付してください。 同封の納入通知書により納付してください。

記 記

略 略

納入通知書記載の金融機関 納入通知書記載の金融機関

（記載以外の金融機関につい （記載以外の金融機関につい

ては、別に振込手数料がかか ては、別に振込手数料がかか

納 付 の 場 所 りますが、取扱いができま 納 付 の 場 所 りますが、取扱いができま

す。ただし、鳥取県、島根 す。ただし、株式会社ゆうち

県、岡山県、広島県及び山口 ょ銀行又は郵便局株式会社で

県以外の都道府県に所在する は取扱いできません。）

株式会社ゆうちょ銀行の本

店、支店又は代理店では取扱

いできません。）

略 略

略 略

注 略 注 略

教示 略 教示 略

備考 略 備考 略

別記様式第３号の２の４（第９条の４関係） 別記様式第３号の２の４（第９条の４関係）

（表） （表）

第 号 第 号

年 月 日 年 月 日

様 様

鳥取県公安委員会 印 鳥取県公安委員会 印

督 促 状 督 促 状

あなたに対し、道路交通法第51条の４第４項の あなたに対し、道路交通法第51条の４第４項の

規定により、放置違反金の納付を命じましたが、 規定により、放置違反金の納付を命じましたが、

その納付期限（ 年 月 日）を経過して その納付期限（ 年 月 日）を経過して

もまだ納付されていませんので、同条第13項の規 もまだ納付されていませんので、同条第13項の規

定により督促します。 定により督促します。

下記の指定納付期限までに、同封の納入通知書 下記の指定納付期限までに、同封の納入通知書

により至急納付してください。 により至急納付してください。

指定納付期限までに完納されないときは、道路 指定納付期限までに完納されないときは、道路

交通法第51条の４第14項の規定により、地方税の 交通法第51条の４第14項の規定により、地方税の

滞納処分の例により、あなたの財産を差し押さえ 滞納処分の例により、あなたの財産を差し押さえ

ることとなります。 ることとなります。

なお、完納された後、この督促状が届いた場合 なお、完納された後、この督促状が届いた場合

は、行き違いですので、御了承願います。 は、行き違いですので、御了承願います。

記 記

略 略

略 略

納入通知書に記載の場所（記 納入通知書に記載の場所（記

平成20年11月28日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第128号
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載以外の金融機関については、 載以外の金融機関については、

納付場所
別に振込手数料がかかります

納付場所
別に振込手数料がかかります

が、取扱いできます。ただし、 が、取扱いできます。ただし、

鳥取県、島根県、岡山県、広島 株式会社ゆうちょ銀行又は郵便

県及び山口県以外の都道府県に 局株式会社では取扱いできませ

所在する株式会社ゆうちょ銀行 ん。）

の本店、支店又は代理店では取

扱いできません。）

略 略

注 略 注 略

教示 略 教示 略

備考 略 備考 略

（裏） （裏）
略 略

別記様式第３号の３（第９条の10、第９条の12関係） 別記様式第３号の３（第９条の10、第９条の12関係）

略 略

登 録 登 録
申請書 申請書

登録更新 登録更新

年 月 日 年 月 日

鳥取県公安委員会 様 鳥取県公安委員会 様

申請者 主たる事務所の所在地 申請者 主たる事務所の所在地

法人の名称 法人の名称

代表者の氏名 ㊞ 代表者の氏名 ㊞

第 ２ 項 の 規 第 ２ 項 の 規
道路交通法第51条の８ 道路交通法第51条の８

第７項において準用する 第７項において準用する

定 に よ り 登 録 定 に よ り 登 録
の申請をします。 の申請をします。

同条第２項の規定により登録更新 同条第２項の規定により登録更新

略 略

１ 株 式 会 社 ２ 有 限 会 社 １ 株 式 会 社 ２ 有 限 会 社

法人の種類 ３ 一般社団法人 ４ 一般財団法人 法人の種類 ３ 財 団 法 人 ４ 社 団 法 人

５ その他（ ） ５ その他（ ）

略 略

（登録更新申請の場合のみ記載） （登録更新申請の場合のみ記載）

略 略

[法人関係］ [各役員関係］ [法人関係］ [各役員関係］

※ □ 定款等 □ 戸籍謄本又は抄本 ※ □ 定款・寄附行為等 □ 戸籍謄本又は抄本

添 □ 登記事項証明書 □ 登記事項証明書 添 □ 登記事項証明書 □ 登記事項証明書

付 □ 役員の氏名及び住 □ 診断書 付 □ 役員の氏名及び住 □ 診断書

書 所を記載した名簿 書 所を記載した名簿
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類 □ 欠格事由に該当し 類 □ 欠格事由に該当し

ない旨の誓約書 ない旨の誓約書

□ 資機材を保有する □ 資機材を保有する

旨の誓約書 旨の誓約書

□ 駐車監視員資格者 □ 駐車監視員資格者

証の写し(２名以上) 証の写し(２名以上)

□ 事務所に係る資料 □ 事務所に係る資料

略 略

注 略 注 略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第３号の３の改正は、平成20年12月１日から施行す

る。

平成20年11月28日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第128号


